
第 9 号 議 案

　平成30年度（2018年度）町田市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１,２２２,３４６千円と定める。

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

　「第２表　債務負担行為」による。

（地方債）

第３条　地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

　「第３表　地方債」による。

（一時借入金）

第４条　地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１,０００,０００千円と定める。

平成30年（2018年）3月9日提出

東 京 都 町 田 市 長　　　石　阪　丈　一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　１　表　　　歳　入　歳　出　予　算

 歳   入

款 項
千円

1. 分担金及び負担金 ２７,９３４

1. 負担金 ２７,９３３

2. 分担金 １

2. 使用料及び手数料 ５,４９５,５１４

1. 使用料 ５,４９５,０４３

2. 手数料 ４７１

3. 国庫支出金 ８８４,６７２

1. 国庫補助金 ８８４,６７２

4. 都支出金 ４８,５５７

1. 都補助金 ４８,５５７

5. 財産収入 ２,１４６

1. 財産運用収入 ２,１３６

2. 財産売払収入 １０

6. 繰入金 ２,０３０,５４０

1. 繰入金 ２,０３０,５４０

7. 繰越金 １８０,０００

1. 繰越金 １８０,０００

8. 諸収入 １６,６８３

1. 延滞金加算金及び過料 ２

2. 貸付金元利収入 １,４７９

3. 雑入 １５,２０２

9. 市債 ２,５３６,３００

1. 市債 ２,５３６,３００

１１,２２２,３４６

金 額

歳 入 合 計

下水道事業会計
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 歳   出

款 項
千円

1. 下水道費 ７,４４９,２６４

1. 下水道管理費 １,０５５,６０７

2. 管渠費 ２,４３０,８９９

3. 処理場費 ３,９６２,７５８

2. 公債費 ３,７４３,０８２

1. 公債費 ３,７４３,０８２

3. 予備費 ３０,０００

1. 予備費 ３０,０００

１１,２２２,３４６

金 額

歳 出 合 計

下水道事業会計
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下水道事業会計

千円

平 成 30 年 度 か ら
平 成 31 年 度 ま で

473,000成瀬クリーンセンター整備事業

第  ２  表     債  務  負  担  行  為

千円

限　　度　　額期　　　間事　　　　　　　項

地方公営企業会計移行事務支援委託事業
平 成 30 年 度 か ら
平 成 31 年 度 ま で

8,184

2,536,300

第  ３  表     地        方        債

限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

下水道事業
証 書 借 入 又 は
証 券 発 行

5.0 ％ 以 内 （ た だ
し 、 利 率 見 直 し
方 式 で 借 入 れ る
資 金 に つ い て 、
利 率 の 見 直 し を
行 っ た 後 に お い
て は 、 当 該 見 直
し 後 の 利 率 ）

借 入 れ の 時 か ら 据 置
を 含 み 40 年 以 内 に
償 還 す る 。 た だ し 、
財 政 そ の 他 の 都 合
に よ り 据 置 期 間 と
い え ど も 繰 上 償 還
を な し 、 又 は 償 還
年 限 を 短 縮 し 、 も
し く は 低 利 債 に 借 換
す る こ と が で き る 。

起 債 の 目 的
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